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募集要項     生産プロセス省エネ化に係る人材育成事業 

海外研修 

１．要件等 

事業の趣旨 

低炭素化に寄与する海外工場の生産プロセスにおける省エネを促進させるため、現地研修を通じて

現地で必要とされている各種技術や手法の移転と普及を図る事業です。 

対象国・地域および実施国 

アジア（中東を含む）の国・地域 

申請者の要件 

案件募集型海外研修の申請者は、以下の要件を満たす必要があります。 

・日本の法人格を有する企業 

・研修実施及び経費負担能力を有すること。 

・研修実施国・地域において、必要に応じて研修の準備と実施を補佐する企業・団体（海外協

力機関）を確保できること。（注 1） 

実施形態 

現地日本企業等の工場における生産プロセスの省エネ化のための技術、知識について、講義、演習、

実技等を組み合わせた集合研修を対象国・地域にて実施する。 

 

・研修実施国・地域外から講師(技術者等)を派遣、または現地講師(技術者等)を活用し、集合型研

修を実施する。 

・必要に応じて研修生の一部を研修実施国以外の対象国・地域内の第三国から招へいして研修を実

施することも可能。（注 2） 

・必要に応じてオンライン講義など遠隔で実施する部分を取り入れることも可能。 
 

対象分野 

 

製造業に該当し、現地日本企業等の工場における生産プロセスの省エネ化のために必要かつ有用な

産業技術等に関するもの。 

＊申 請 される人 材 育 成 が直 接 的 又 は間 接 的 に軍 事 目 的 に関 するものである場 合 は、利 用 できません。 

 

実施時期 

原則として、2025 年 2 月末までに実施するようご計画ください。 

研修期間 

原則として、研修開始から終了まで 2 日以上 30 日以下（注 3） 

 

※暦日で連続し実施すること（休日以外）。 

※現地講師による対面指導は、連続しない日で実施することも可能とします。但し、現地講師と研修生に旅費・滞

在費が発生しない場合に限ります。 

※遠隔で実施する部分については、半日単位での実施や連続しない日で実施することも可能とします。 
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研修対象者の要件 

以下の要件を全て満たす者。 

・アジア（中東を含む）の国・地域の国籍を有し、かつ、当該国・地域に居住・勤務地がある者

・海外の子会社や取引先等、将来のビジネス拡大に向けた潜在的取引先等の企業、団体等に 

所属している者 

・原則として、研修開始時点で 18 歳以上 60 歳以下の者 

・研修内容を理解するに足る言語能力及び経歴を有する者 

・軍籍に属さない者 

・原則として、全研修日程に参加できること 

研修対象者数 

原則 5 名以上 50 名以下（注 3） 

講師の要件 

 

派遣講師 

(日本や研修実施国以外の国から派遣する講師) 

現地講師 

 

・原則として、2名まで補助対象 

・講師は指導分野に関する実務経験年数が 5

年以上の者 

・研修開始日において 69 歳以下の者 

 

 

※渡航を伴わないオンライン研修の場合、年

齢の要件は不問とします。 

・原則として、2名まで補助対象 

・講師は指導分野に関する実務経験年数が 5

年以上の者 

・派遣講師と共に指導にあたる場合も補助対

象とすることができる 

 

※現地講師のみで実施する場合、現地講師の

所属先以外からの参加者が過半数となる必

要があります。 

 

※日本以外の国の講師（現地講師を含む）の所属先は、申請者との間に資本、技術提携、代理店等

の事業活動に係わる関係がある場合に限ります。 

※オンライン研修を一部行う場合も補助対象になります。 

申請者が実施すべき事項 

・研修実施日程、講師、実施国、テーマ等を海外協力機関と調整し確定させる。 
・事前準備、参加者の募集、当日の運営 
・研修実施報告の作成、経費精算 
・公開可能な研修資料（写真含む）の提出 

 

注 1:研修を確実に実施するために、研修実施国の企業・団体（現地子会社等）であって、申請

者の要請に基づき研修の準備及び実施を補佐する「海外協力機関」として、以下の業務を

行う。 

①  研修生の選考、募集への協力 

②  現地事務局としての研修実施全般の管理及び運営 

③  その他研修の準備、実施のために研修実施国・地域で発生する業務 

注 2： 第三国からの研修生に工場で実地研修をさせる場合は、研修実施国で労働許可証等が必

要になる場合がありますので、事前に研修実施国のイミグレーション等にご確認願いま

す。  

注 3： 全 研 修 期 間 を通 じて、同 じ研 修 生 を対 象 に実 施 してください。研 修 生 が異 なる研 修 は、別 の案 件 と

して申 請 が必 要 です。また、研 修 生 はコース実 施 前 に確 定 する必 要 があります。 
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2．補助対象経費 

本研修の実施に当たり、AOTS 規程に基づき国庫補助金が適用されます。 

3．申込方法 

募集期間 

常時募集しております。 

※予算の執行状況によっては、途中で募集終了となる場合もございます。 

申込方法 

まずは、お電話、または E-mail にて検討されている研修の概要（対象国、研修対象者の属性、

研修内容、研修期間等）をご連絡下さい。概要をお伺いした後、お申込みのための書類の準備、

段取りなどについてご案内致します。お申込みのための書類と手続については、４．申し込みか

ら実施、精算までの流れをご参照ください。 

提出先 

一般財団法人 海外産業人材育成協会 

企業連携部 研修・派遣業務グループ 

〒120-8534 東京都足立区千住東 1-30-1 

TEL: 03-3888-8221 FAX: 03-3888-8428  E-mail： kigyo-inquiry-az@aots.jp 

※AOTS の個人情報保護方針について：詳細は当協会ホームページ（https://www.aots.jp/privacy-policy/）に公開してい

ます。本文書にご記入の個人情報は、当協会の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し保護の徹底に努めます。ま

た、海外研修に係る事務手続き並びに当協会からの各種ご案内等に使用します。 

補助対象となる経費の種類 

①講師謝金 ②通訳謝金 ③講師通訳等旅費（旅費、日当、宿泊費、及び管理員の事前調整・コ

ース実施運営のための出張の旅費、日当、宿泊費）④工場視察費 ⑤施設等利用料 

⑥教材費 ⑦機材調達・環境整備費、⑧資機材費、⑨遠隔指導導入支援費（遠隔指導のみ）、⑩研

修生旅費（旅費、日当、宿泊費）⑪現地運営関係費（研修実施に関して現地事務局で発生する旅

費等諸経費） 

補助および経費負担 

補助対象経費として認められる海外研修実施費(精算額)に対し、補助率適用区分に基づき国庫補

助金が適用されます。 

申請者には、海外研修実施分担金(集合研修実施費のうち国庫補助金以外の経費相当分)及び、事

業管理分担金(付帯する事務経費相当額として国庫補助対象経費総額の 10％)、をご負担いただ

きます。 

（例）集合研修実施申請者が中堅・中小企業に該当する場合は、補助対象となる研修の実施費

(精算額)が 100 万円(補助額 50 万円＝100 万円×1/2)の場合、申請者のご負担額は、計

60 万円になります。 

(100 万円×1/2)＋(100 万円×10％) ＝ 50 万円＋10 万円 ＝ 60 万円 

補助率適用区分 

・中堅・中小企業：補助対象経費の 1/2 を補助 

・大企業：補助対象経費の 1/3 を補助 

＊ 中 堅 企 業 は資 本 金 10 億 円 未 満 の企 業 、中 小 企 業 は中 小 企 業 基 本 法 に規 定 されている通 りです。

 http ://www.chusho.met i .go. jp/sosh ik i/te ig i .html 

ただし、以 下 のいずれかに該 当 する事 業 者 は中 堅 ・ 中 小 企 業 としません。 

－ 資 本 金 又 は出 資 金 が 5 億 円 以 上 の法 人 に直 接 又 は間 接 に 100％ の株 式 を保 有 される中 小 企

業 、及 び資 本 金 （ 出 資 金 ） が 10 億 円 以 上 の法 人 に直 接 又 は間 接 に 100％ の株 式 を保 有 され

る中 堅 企 業  

—お申 込 み時 点 で、確 定 している（ 申 告 済 みの） 直 近 過 去 3 年 分 の各 年 又 は各 事 業 年 度 の課 税

所 得 の年 平 均 額 が 15 億 円 を超 える事 業 者  
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4. 申込みから実施、精算までの流れ 

 

仮申込み 

「海外研修実施希望申込書」を提出し、仮申込みを行ってください。 

AOTS 内部でお申込み内容を確認し、審査対象となる場合には、本申込み書類作成の連絡をしま

す。 

本申込み書類の提出 

仮申込み受理の連絡を受けた後、「海外研修実施申請書」（AOTS 書式）を提出してください。 

【提出書類】 

海外研修実施申請書一式  

研修実施申請書、中堅・中小企業申告書、実施計画書、講師/管理員/通訳略歴書、 

実施予算概算、日程案、個人情報の取り扱いについて、研修生名簿 

【添付書類】 

(Ⅰ) 財務諸表（決算書）（写）＊直近 3年分 

(Ⅱ) 労働保険申告書（写）＊全事業所分（中小企業基本法に規定する中小企業のうち、従業員数で判断する場合）

(Ⅲ) 株主名簿等、出資者と出資比率を記載した書類（写）(中堅・中小企業のみ) 

(Ⅳ) 申請法人概要案内 ※  

(Ⅴ) 申請法人経歴書  ※ ＊申請法人の沿革が記載された文書 

(Ⅵ) 登記簿謄本（写） ※ 

※(Ⅳ)から(Ⅵ)は、AOTS が実施する補助事業を初めて利用する申請者にご提出頂きます。 

(Ⅶ) 納税証明書  ＊必要に応じて提出を求めることがあります。 

審査 

(1)申込内容について、審査委員会に諮ります。 

評価基準は、以下の通りです。 

・低炭素技術の輸出に資する技術移転を担う研修としての妥当性 

・研修実施国又は対象国 

・研修の必要性 

・研修目的・目標の明確性 ＊研修の実施により期待される CO2 削減量を定量的に明示すること 

・研修内容・方法の妥当性 

(2)審査委員会で承認後、承認通知書を送付します。 

海外研修の実施に向けての準備・調整 

・ 講師・通訳及び研修会場の手配 

・ 研修生募集、選考、選考後に AOTS に研修生名簿を提出 

・ 教材・機材の準備 

・ 現地やオンラインにおける研修実施体制の確認等 

海外研修の実施 

承認を受けた内容及び AOTS の基準に則って実施 

海外研修完了報告及び精算払請求書と支払い 

研修終了後 1 ヵ月以内に海外研修完了報告及び精算払請求書を提出して頂きます。 

精算払請求書受領後、提出書類を精査の上、AOTS より補助対象経費をお支払い致します。 

 


